
１

凡　例

敷地境界

単位区画

土壌溶出量基準不適合）

盛岡市門二丁目28番地２

【所在地（地番）】

盛岡市門二丁目７番２、８番３、８番４、18番２、19番１、

20番、21番、22番の一部、23番２の一部、23番３の一部、

24番４及び59番４の一部

（鉛及びその化合物

指定に係る土地

所　在　地

S＝1：1,000

23°

起点

【所在地（住所）】

【所在地（指定に係る土地）】

盛岡市門二丁目７番２の一部及び59番４の一部


